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＊消費者政策会議決定

○ 架空請求に関する相談件数は、前年度比で２倍以上に急増し、約20万件となっている。

○ 架空請求の手段は、ハガキが急増（従来は電子メールが主流）。

○ 既支払額の平均額は約44万円で、既支払額 5,000万円超のものもある(年度合計で約13億円)。

【実例】ハガキによる架空請求
記載された電話番号に電話すると、弁護士のものとする電話番号を教えられ、そこに電話すると、
弁護士と称する者が対応し、示談のための着手金等の名目で金銭の支払を求められる。

★タイトル
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架空請求対策（主なもの）

架空請求対策パッケージ＊【概要】②

（３）消費者による架空請求事業者への支払の防止

○金融機関の架空請求を含む特殊詐欺被害防止に向けた取組
（行員研修、声掛け強化等）の促進【金、警】

○金融機関に対し不正利用口座に関する情報提供を行い、
金融機関の対応状況（強制解約、利用停止等）等を公表【金】

○コンビニに対し、顧客への声掛け強化、レジ画面上での注意
喚起、支払に使われている複合端末画面での注意喚起内
容の充実等を要請。電子マネー発行者に対し、コンビニ等と
連携した取組を要請。 【警、金、消、経】

○仮想通貨交換業者の取引時本人確認の実施状況等について
モニタリングを実施【金】（２）消費者から架空請求事業者への連絡防止

○法務省の名称等をかたる架空請求への対処方法等をホーム
ページに掲載【法】

○啓発資料を作成し、法テラス、法務局等において、注意喚起
を実施 【法、消】

○政府広報、各省庁ホームページ、ＳＮＳ等による注意喚起を
実施 【消、警、金、総、法、経、国セン】

○架空請求を含む特殊詐欺等の捜査過程で押収した名簿を
活用した注意喚起を実施【警】

○啓発資料を作成し、消費者安全確保地域協議会（見守りネット
ワーク）における集中的な注意喚起を実施【消】

○消費者ホットライン１８８（いやや！）について、イメージキャラ
クターを作成し、更なる周知を実施【消】

○架空請求事業者にかたられている実在の事業者の取組等を
随時公表【消】

○架空請求に関する情報を集約した特設サイトをホームページ
上に作成【国セン】

（注）担当省庁の記載について
警：警察庁、金：金融庁、消：消費者庁、総：総務省、法：法務省、経：経済産業省、
個：個人情報保護委員会、国セン：独立行政法人国民生活センター

（１）架空請求事業者から消費者への接触防止

○架空請求を含む特殊詐欺の犯行に利用された電話に対し
繰り返し警告メッセージを流す警告電話事業を推進【警】

○消費生活センター等からの情報提供により、架空請求に利用
された電話番号を把握し、架電等を実施【消】

○架空請求を含む特殊詐欺に利用された固定電話に関し、
利用停止を含めた有効な対策を検討。【総、警】

（４）警察による取締りの推進

○犯行拠点の摘発及び中枢被疑者等の検挙の推進【警】

○預貯金口座や携帯電話の不正売買等の架空請求を含む
特殊詐欺を助長する犯罪の検挙の推進【警】

（５）個人情報の保護の推進

○事業者に対し、個人情報の漏えい等を防止すべく情報提供を
実施するとともに、消費者に対し、名簿等の自らの個人情報の
取扱いに関する啓発のための広報を実施【個】

＊平成30年7月22日
消費者政策会議決定
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ギャンブル等依存症対策をめぐる主な経過 

 

 

Ⅰ 関係閣僚会議関係 

○平成２８年１２月 

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（平成28年法律第115

号）の附帯決議において、ギャンブル等依存症対策の抜本的な強化が求め

られたところ。 

政府一体となって包括的な対策を推進するため、「ギャンブル等依存症

対策推進関係閣僚会議」を開催。 

※ 内閣官房長官が主宰、消費者担当大臣は構成員 

 

 ○平成２９年３月 

   ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において、「ギャンブル等依

存症対策の強化に関する論点整理」を取りまとめ。 

 

 ○平成２９年８月 

   ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において、「ギャンブル等依

存症対策の強化について」を取りまとめ。 

 

 

Ⅱ ギャンブル等依存症対策基本法関係 

○平成３０年７月 

  第１９６回国会において、ギャンブル等依存症対策基本法（議員立法）

が成立。 

 

○平成３０年１０月 

  ギャンブル等依存症対策基本法が施行（10月5日付け）。 

  ギャンブル等依存症対策基本法に基づくギャンブル等依存症対策推進本

部（本部長：内閣官房長官）の副本部長として、ギャンブル等依存症対策

推進担当大臣、消費者担当大臣及び厚生労働大臣が特定（同日付け）。 



ギャンブル等依存症対策基本法 概要

ギャンブル等依存症は、①本人・家族の日常生活・社会生活に支障を生じさせるものであり、
②多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の重大な社会問題を生じさせている

ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、
もって①国民の健全な生活の確保を図るとともに、②国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与

１ 目的

ギャンブル等依存症：ギャンブル等（法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その

他の射幸行為）にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態

２ 定義

① ギャンブル等依存症の発症・進行・再発の各段階に応じた防止・回復のための対策を適切に講ずる
とともに、本人・家族が日常生活・社会生活を円滑に営むことができるように支援

② 多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮

３ 基本理念

アルコール・薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮

４ アルコール・薬物等に対する依存に関する施策との有機的な連携への配慮

国・地方公共団体・関係事業者・国民・ギャンブル等依存症対策に関連する業務に従事する者の責務を規定

５ 責務

国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症問題
啓発週間（５月14日～20日）を設定

６ ギャンブル等依存症問題啓発週間

① ギャンブル等依存症対策推進基本計画：政府に策定義務（少なくとも３年ごとに見直しを検討）
② 都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画：都道府県に策定の努力義務（少なくとも３年ごとに見直しを検討）
＊ ②については、医療計画・都道府県健康増進計画・都道府県アルコール健康障害対策推進計画等との調和が必要

８ ギャンブル等依存症対策推進基本計画等

① 教育の振興等
② ギャンブル等依存症の予防等に資する事業の実施
③ 医療提供体制の整備
④ 相談支援等
⑤ 社会復帰の支援

⑥ 民間団体の活動に対する支援
⑦ 連携協力体制の整備
⑧ 人材の確保等
⑨ 調査研究の推進等
⑩ 実態調査（３年ごと）

９ 基本的施策

内閣に、内閣官房長官を本部長とするギャンブル等依存症対策推進本部を設置

所掌事務：①基本計画の案の作成・実施の推進、②基本計画に基づく施策の総合調整・実施状況の評価等

10 ギャンブル等依存症対策推進本部

政府にギャンブル等依存症対策を実施するため必要な法制上・財政上の措置等の措置を講ずる義務

７ 法制上の措置等

※ 施行期日：公布の日から起算して３月を超えない範囲内（※平成30年10月５日施行）
※ 検討：① 本部については、施行後５年を目途として総合的に検討
※ 検討：② ①のほか、本法の規定全般については、施行後３年を目途として検討

＊ ギャンブル等依存症問題：ギャンブル等依存症及びこれに関連して生ずる多重債務・貧困・虐待・自殺・犯罪等の問題

本部に、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議を設置

委員：ギャンブル等依存症である者等・その家族を代表する者・関係事業者・有識者のうちから内閣総
理大臣が任命（20人以内）

所掌事務：本部による①基本計画の案の作成、②施策の実施状況の評価結果の取りまとめの際に、意見を
述べる

11 ギャンブル等依存症対策推進関係者会議
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